
 

船舶事故調査報告書 

令和４年５月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和３年６月９日 １３時００分ごろ 

発生場所 北海道積丹
しゃこたん

町神威
か む い

岬北北東方沖 

 神威岬灯台から真方位０２０°１.５海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯４３°２１.４′ 東経１４０°２１.５′） 

事故の概要 遊漁船和
かず

王
おう

丸は、北北西進中、また、遊漁船RED
レッド

 DRAGON
ド ラ ゴ ン

は、漂泊

中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和３年６月１１日、主管調査官（函館事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 遊漁船 和王丸、４.９トン 

   ２００－１９８５１北海道、個人所有 

Ｂ 遊漁船 RED DRAGON、５トン未満（長さ７.６１ｍ） 

２０２－７０９６北海道、株式会社 MEGA TRUST 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特定 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特定 

 負傷者 Ａ なし 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 船首部外板に擦過傷 

Ｂ 右舷船尾部の手すり等に破損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 ほとんどなし、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、釣り客５人及び知人２人を乗せ

て、遊漁の目的で神威岬北東方沖に到着し、Ａ船から離れた場所に、

Ｂ船を含む遊漁船２隻を認めた後、約６ノットの対地速力で、進路を

変えながら魚群探索を行っていた。 

船長Ａは、魚群探索中、知人から携帯電話に着信があったので応答

し、その後、操舵室左舷側の窓から魚群探知機をのぞき込んでいた釣

り客から「魚影がある」と話しかけられたので、魚群探知機を見なが

ら同釣り客と会話を始めた。 

 Ａ船は、北北西進中、船長Ａが、知人の１人が発した「前に船がい

る」との叫び声を聞いて、機関を後進にかけたものの、Ａ船の船首部

とＢ船の右舷船尾部とが衝突し、衝突直後に停止した。 

 船長Ａは、神威岬北東方沖に到着したとき、Ａ船の他には、離れた

場所に遊漁船２隻がいるのみだったので、その後も、Ａ船の近くには

他船がいると思わなかった。また、携帯電話に応答してから衝突する

まで、前方を見ていなかったので、前路で漂泊中のＢ船に気付かなか



 

ったと本事故後に思った。 

 Ａ船は、０.５Ｍレンジとしたレーダーを起動中であったが、船長

Ａは、神威岬北東方沖に到着後、携帯電話に応答するまでの間、視界

が良好だったのでレーダーを使用せず、目視のみで見張りを行ってい

た。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、釣り客２人を乗せ、遊漁の目的

で神威岬北北東方沖に到着し、船首を北北西方に向けて機関を停止

し、漂泊して遊漁を始めた。 

 船長Ｂは、釣り客の様子を見ながら周囲の見張りを行っていたとこ

ろ、Ｂ船の東南東方１,０００ｍ付近にＡ船を認め、その後、Ａ船が

Ｂ船に向けて接近していることに気付いたが、同業のＡ船が釣果の情

報を得ようとして接近しているのだろうと思い、漂泊を続けることに

した。 

 船長Ｂは、釣果がないので釣り場を移動しようと思い、釣り客に釣

り竿
ざお

を片付けるように伝えて操舵室に入り、主機を始動して中立運転

とした後、操舵室を離れ、釣り客の片付けが終わるのを待った。 

 船長Ｂは、Ａ船が、約３０ｍの距離まで接近し、進路及び速力を変

える様子がなかったので、衝突の危険を感じ、操舵室に急行して機関

を前進にかけたものの、両船が衝突した。 

 Ａ船及びＢ船は、電子ホーンを装備していた。 

 Ａ船及びＢ船は、乗船者全員が救命胴衣を着用していた。 

分析  

 

 Ａ船は、北北西進中、船長Ａが、近くには他船がいないと思い、着

信があった携帯電話に応答した後、魚群探知機の画面を見ながら、釣

り客と会話をし、同じ針路で航行を続けたことから、前路で漂泊中の

Ｂ船に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ａは、神威岬北東方沖に到着したとき、Ａ船から離れた場所に

Ｂ船を含む遊漁船２隻のみを認めたことから、その後も、Ａ船の近く

には他船がいないと思ったものと考えられる。 

Ｂ船は、船長Ｂが、Ｂ船に接近するＡ船に気付いた際、Ａ船は釣果

の情報を得る目的で接近しているものと思い、漂泊を続けたことか

ら、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が北北西進中、Ｂ船が船首を北北西方に向けて漂泊

中、船長Ａが近くには他船がいないと思い、魚群探知機の画面を見な

がら、釣り客と会話をし、同じ針路で航行を続け、また、船長ＢがＡ

船は釣果の情報を得る目的でＢ船に接近していると思い、漂泊を続け

たため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、周囲に他船がいないと思うことなく、見張りを適切に行

い、操船に集中すること。 



 

 ・船長は、漂泊中に他船が進路を変えずに接近してくる場合は、有

効な音響等により自船の存在を知らせるとともに、自船の動作の

みで他船との衝突を避けられるうちに避航を開始すること。 

 


